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事 業 名 称 各事業者と連携した総合的な空き家相談窓口開設モデル事業 

事業主体 名 福岡県宗像市 

連 携 先 
一社）住マイむなかた、シルバー人材センター、一般廃棄物収集運搬処理業者、
福岡県司法書士会、金融機関 

対 象 地 域 福岡県宗像市 

事業の特 徴 

住宅事業者、一般廃棄物収集運搬処理業者等各事業者と連携した空き家に関す

る総合的な相談窓口の設置 

（不用品片づけサービスやふるさと見守りサポートなど空き家を適正管理す

るためのサービスをワンストップで対応する相談窓口） 

成 果 

・相談窓口での相談対応 

・空き家パンフレット及び空き家管理サービスチラシ作成、広告掲載 

・空き家問題相談会の開催 

・終活イベントへの出展、介護施設職員等へ向けた啓発活動 

成果の公表先 国土交通省ホームページ、宗像市ホームページにて公表 

 

１．事業の背景と目的 

 ①背景 

本市では、一戸建て住宅の空き家が増加しているが、所有者が様々な困りごとを抱えているた

め、不動産市場に出ている物件数が少ない状況がある。 

 

平成24年度 空き家・空き地バンク制度の開始 

市が窓口となることで物件所有者と情報利用者の双方に対して、行政施策であることの安心 

感をアピールし、ねむっている物件情報の市場流出化を図る目的で開設。開設後の運営にお

いては、登録物件数の伸び悩みが課題であった。 

 

 平成28年度 空き家の実態調査の実施 

  市内全域における戸建の空家の外観調査と机上調査、アンケート調査を実施。 

①空き家の所有者充分に管理をしていない・・・ 116 件の回答 

理由）遠方に住んでいる、仕事などが多忙、管理の代行を依頼したいが適当な業者がわか

らない、費用がかかる等。 

②今後の予定について、現状のまま何もしない・・・215件の回答 

理由）将来居住する可能性がある、相続問題等で自分の判断だけでは対応できない、将来

の売却のため資産として保有している、リフォーム費用がかかり過ぎるため対応できない、

解体をしたいが費用がかかり過ぎるため対応できない等。 

 

  平成29年3月 空家等対策計画の策定 

「空家関連ビジネス創出支援」の取組の一つとして空家等が適正に管理されていないこと」 

や「空家等に多くの不要荷物があって片づけできないこと」等が空家等の流通の障がいとな 

っていると考え、住マイむなかたをはじめとする関係事業者との連携を図り、空家管理ビジ 

ネスや不要品片づけサービス等が創出されるよう支援策を検討すると策定。 

   

以上のような経緯から、総合的な空き家相談窓口の設置が求められている。とりわけ、空き家

の解体や空き家内の不要な荷物や仏壇などの処分に際し、「業者がどれくらいの金額で、どのよ

うに処分を請け負ってくれるのかわからない。どの業者が信頼できるのか不安。」というような

方が多いことが課題となっている。また、遠方に住む空き家所有者が多く空き家の風通しを含む

管理サービスを安心して、安価に、総合的に任せるサービスの充実が期待される。 

 

 

事業報告書（完了報告添付資料）記載様式 
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②目的 

空き家に関する様々な困りごとを抱えている所有者が気軽に相談できる窓口を試験的に設置

し、積極的に相談窓口を活用してもらうことにより、また空き家実態調査結果にもとづき空き家

所有者への啓発を行うことにより、結果として、不動産市場に出ていない空き家を「売物件」「賃

貸物件」などの物件化をどの程度推進することができるか検証するものである。また、近い将来

に空き家の相続を受けることが見込まれる人や地域コミュニティ関係者、民生委員等に対する啓

発事業を実施し、元気なうちから空き家問題に関心を持ってもらえるような地道な啓発を推進す

るものである。これらのことにより、空き家の発生抑制につながることを目指すものである。 

 

２．事業の内容 

（１）事業の概要と手順 

  平成 29年 8月 25日に交付決定を受け、下記の行程で事業を実施した。 

事業項目 細項目 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 

空き家相談

窓口の設置 

相談窓口開設準備  
●9/1窓口サービスの開設 

  

空き家関連

サービスの

見える化 

パンフレットの作成        

空き家所有者等への

ＤＭ送付 

       

見守り・不用品片づけサービス 

事業者協議 

       

見守り・不用品片づけサービス 

広告掲載・チラシ作

成 

       

空き家問題

相談会開催 

相談会及びセミナー

の開催 

  ● 

9/30 

● 

10/22 

 ● 

12/10 

 ● 

2/1 

空き家発生

抑制のため

の啓発 

各コミュニティへの

説明 

       

終活セミナー出展   ● 

9/26 

● 

10/13 

 ● 

12/10 

  

介護施設職員合同説

明会（ポスター配布） 

    ● 

12/14 

  

 

（２）事業の取組詳細 

①空き家相談窓口の設置 

平成 29 年 8 月に、市内の宅建業者や建築業者、設計士らが加盟する一般社団法人住マイむ

なかたをはじめ、シルバー人材センター、市内で一般廃棄物処分許可を受けている３事業者、

県司法書士会、空き家ローン等金利優遇措置を行う金融機関５社と、空き家対策に関する協定

を締結した。この協定に基づき、平成 29 年 9 月には、関係者協力による空き家問題の総合的

な相談窓口を設置し、空き家問題について様々な困りごとに対応する「宗像市空き家管理サー

ビス」を開始した。サービスの内容は、不用品片付けや遺留品処分・ハウスクリーニングをは

じめ、定期巡回・家屋の風通しなどの空き家ふるさと見守りサポート、草刈、古家解体、各種

リフォームサービスに加え、空き家空き地バンク、相続に関する相談対応、空き家ローン相談

などを実施した。このうち、ふるさと見守りサポートについては、従来からシルバー人材セン

ターが実施しているサービスメニューのうち、基本パックとして屋外の状況確認、維持管理（不
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法投棄、現状写真の送付、郵便物の確認転送）、オプションとして屋内の状況確認（通気・換

気、内部状況確認）を設定し、遠方に居住している空き家の所有者も空き家の維持管理をスタ

ートしやすい内容を設定した。 

 

  （相談窓口の体制） 

   すでに住マイむなかたで行っている住宅相談の対応業務に加え、空き家管理サービスの相談

対応業務を追加して受け入れ体制を整えた。 

   1）場所 一般社団法人住マイむなかた（宗像市市民活動交流館内） 

   2）体制 本件にかかる相談員常時１名体制にて対応 

（住宅に関すること・空き家管理サービスについて各事業者とも打合せし、内容につ

いて精通している者） 

   3）各事業者への取り次ぎ方法について 

        相談窓口から、各サービス事業者へ電話連絡 

→各サービス事業者から申込み者へ連絡し、詳細打合せ 

       →サービスの実施 

       →実施内容等について住マイむなかたに報告 

 

図１.各事業者との連携協定の内容 

 

 

 ②空き家管理サービスの見える化 

  1）紹介パンフレットの作成 

   所有者が抱えている空き家に関する困りごとに対応する「空き家管理サービス」を紹介する

パンフレットを作成し、平成 28 年度に実施した宗像市空き家実態調査結果から抽出した空き
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家所有者（約 1,500人）へＤＭを送信した。 

  

2）管理サービス開始告知のポスター作成 

空き家管理サービスの開始及びサービス内容等について掲載したポスターを作成し、市内の

介護施設等に呼びかけて施設内での掲示を依頼し、空き家を未然に防ぐ啓発活動を実施した。 

 

3）「不用品片づけサービス」「ふるさと見守りサポート」をわかりやすく明示 

空き家管理サービスのうち、特に仏壇処分にかかる供養を含めた「不用品片づけサービス」

と、シルバー人材センターが実施している空き家の風通しを含む「ふるさと見守りサポート」

については、空き家所有者にとってはどのようなサービスを、どのような業者が、いくらくら

いで請け負うのかなど、不透明なことが多い分野でもある。このため、業者側のこれらサービ

スの受け入れ体制を強化するとともに、遠方に住む空き家所有者でも、安心して、安価に空き

家の管理を任せられるように、両サービスごとに市内全域に配布されるフリーペーパーへの広

告掲載及びチラシを作成しＰＲを実施した。 

   

 ③空き家問題相談会開催 

  空き家問題に関するセミナー事業や相談会を４回開催した。このうち３度の開催では、住マ

イむなかたとの協議の上、今年度の空き家流通促進の重点モデル地区として３地区（日の里・

赤間西・大島）を設定し、同地区のコミュニティセンターを会場に相談事業を実施。空き家の

相続問題や一戸建て住宅の賃貸活用などをテーマにセミナー事業をあわせて開始し、空き家問

題に関する啓発事業を実施した。 

 1）9/30「もめない相続・不動産セミナー」 

   対象：将来の相続に向けて準備をしたい方、空き家の管理にお困りの方、住宅購入や住み

替えを検討している方など 

   周知方法：宗像市広報誌への掲載、フリーペーパーへの掲載 

2）10/22「日の里地区不動産相談会」 

  対象：不動産に関してあらゆることにお困りの方 

（不動産の売買・賃貸・相続・リフォームなど） 

  周知方法：宗像市広報誌への掲載、市内各世帯へのチラシ回覧 

3）12/10「赤間西地区不動産相談会」 

  対象：不動産に関してあらゆることにお困りの方 

（不動産の売買・賃貸・相続・リフォームなど） 

  周知方法：宗像市広報誌への掲載、市内各世帯へのチラシ回覧 

4）2/1「空き家・相続対策セミナー」 

  対象：相続や空き家についてお困りの方、将来の相続に向けて準備をしたい方 

  周知方法：島内の空き家所有者へＤＭ送付、島内各世帯へのチラシ全戸配布、島内放送 

 

④空き家発生抑制のための啓発 

   市内全１２地区の地域コミュニティ関係者、民生委員などが集う役員会にそれぞれ出席し、

本市における空き家問題に関する説明会を実施。併せて空き家管理サービスの案内を実施した。

また、初期の介護サービスを利用する人や介護施設入所者を対象とした啓発を実施するため、

介護施設職員等が集う場で、空き家管理サービスの紹介や、相続等のセミナーや相談会に親族

等の参加を促し、元気なうちに空き家問題に向き合う意識醸成を図った。また、葬儀社主催の
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終活イベントへ出展し、空き家問題に関する啓発活動を３回実施した。 

   平成 29 年 11 月から、市役所の市民課窓口で死亡届を提出された方へ、相続登記を促すチラ

シの配布を開始した。 

  1）9月～10月 市内１２地区コミュニティ運営協議会説明 

     対象：市内全１２地区の地域コミュニティ関係者、民生委員等 

 2）9月～12月 終活セミナー出展（3回） 

対象：終活をお考えの方、将来の相続へ向けて準備をしたい方 

 周知方法：葬儀社が会員に配布するチラシ、折り込み広告等 

3）12/14「介護施設職員合同説明会」 

 対象：介護施設職員、関係者 

 

（３）成果 

①空き家相談窓口の設置 

平成 29年 8月に各事業者との連携協定を締結。同年 9月より総合的な空き家相談窓口を開設

し、併せて空き家管理サービスを開始した。平成 30年 2月末現在、74件の相談対応があった。 

相談対応、および申込みの内訳は以下のとおり。 

 

表１.空き家管理サービスの対応件数 

サービスメニュー 問合せ・相談 サービス登録 受注・成約 

管理サービス全般 ７件      2件      － 

空き家・空き地バンク 26件      7件      3件 

空き家の解体 12件      1件      0件 

不用品片づけサービス 9件      1件      1件 

空き家の草刈り・庭木の剪定 11件      5件      3件 

ふるさと見守りサポート 9件      5件      4件 

計 74件     21件     11件 

 

 表２.空き家管理サービスを知った媒体は？ 

媒体 問合せ・相談 

タウンプレスを見て 7件 

ホームページを見て 3件 

回覧版・チラシを見て 2件 

市役所から聞いて 9件 

住マイむなかたフェア参加 2件 

フリーペーパーを見て 2件 

他不明 49件 

計 74件 

 

②空き家関連サービスの見える化 

空き家に関するあらゆる相談に対応する「宗像市空き家管理サービス」を紹介するパンフレッ

ト及びチラシ兼申込書を作成。また、空き家管理サービスのうち「不用品片づけサービス」と「ふ

るさと見守りサポート」については、両サービスの認知度が低く、サービス内容に関してわかり
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やすく空き家の所有者等に周知する必要があり、平成 30年 2月末に市内全域に配布されるフリ

ーペーパーに広告掲載を行い、併せてチラシを作成した。 

 

図２.空き家の話パンフレット            
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図３.空き家管理サービスチラシ兼申込書  

 

 

図４. 「不用品片づけサービス」と「ふるさと見守りサポート」広告掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③空き家問題相談会開催 

 以下のとおり相談会を開催。 

1）9/30「もめない相続・不動産セミナー」（場所：宗像市市民活動交流館、参加：２２人） 

 個別相談：５件（相続関係：３件、住宅関係：２件） 

 相談内容：相続人が複数いるため、手続きが進まない。 
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      建物の賃貸を考えているが事前に準備しておくことはないか。 

2）10/22「日の里地区不動産相談会」（場所：日の里地区コミュニティセンター、参加：６人） 

個別相談：５件（土地建物関係：４件、住み替え：１件） 

相談内容：売却を考えているが、相場価格はどれくらいか。 

      住み替えを検討しており、良い物件がないか。 

3）12/10「赤間西地区不動産相談会」（場所：赤間西地区コミュニティセンター、参加：１０

人） 

個別相談：３件（相続関係：２件、土地建物の売却：１件） 

相談内容：相続税・贈与税についての相談。 

      売却を考えているが、相場価格はどれくらいか。 

4）2/1「空き家・相続対策セミナー」（場所：大島コミュニティセンター、参加２２人） 

個別相談：６件（空き家の管理：４件 空き家の処分：２件） 

相談内容：隣地の空き家の管理に困っている。所有者が遠方にいるためどうしたらよいか。 

     所有している空き家を処分したいがどこに相談したらよいか。 

 

（参考）9/30「もめない相続・不動産セミナー」実施内容について 

 

【実施内容】 

① マイホーム借上げ制度について（１３：３０～１４：３０） 

講師：一般社団法人 移住・住みかえ支援機構（ＪＴＩ）業務役員 

内容：マイホーム借上げ制度の概要等 

配布資料：マイホーム借上げ制度リーフレット・空き家率資料データ・参考資料） 

   ②相続前にできること・やっておくべき準備とは？（１４：３０～１５：３０） 

講師：司法書士の先生 

内容：～争続や空き家問題を防ぐために～遺言書の作り方等 

配布資料：レジュメ・参考資料 

③相続に関する相談、マイホームの賃貸活用など個別相談（１５：３０～１６：００） 

相談員：相続に関する相談（司法書士） 

    個別住宅相談（不動産業者） 

【セミナー実施広告】          【セミナー配布資料】   
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 ④空き家発生抑制のための啓発 

1）9月～10月 市内１２地区コミュニティ運営協議会説明 

  お盆やお正月に地元に帰省する方に向けて、サービスの開始をＰＲしてほしいとの意見あ

り→12/15にパンフレットおよびチラシの市内全戸配布を実施。 

2）9月～12月  終活セミナー出展（3回）（場所：葬儀社２回、ショッピングセンター１回 

参加者計：３００人、１回当たり平均：１００人） 

  市から空き家の適正管理の必要性や管理サービスの内容等の説明を実施。司法書士の先生

による相続や空き家問題のセミナーを開催。 

3）12/14「介護施設職員合同説明会」（場所：宗像市役所、参加５０人） 

空き家管理サービスの紹介や、施設内でのポスター掲示を依頼し、相続等のセミナーや相

談会に親族等の参加を促し、空き家の未然防止への意識醸成を図った。施設に入っている

方へサービスを是非紹介していきたいとの反応あり。 

  4）11月～市役所の市民課窓口で死亡届を提出された方へ、相続登記を促すチラシの配布を開

始。（図６参照） 

 

（参考）12/10「終活セミナー出展③」実施内容について 

 

【実施内容】 

② 空き家管理サービスのご案内 

宗像市での空き家の実態や空き家管理サービスを開始したことを市民に広く周知するため

の案内。終活を考えている方に空き家を未然防止についても知っていただくための啓発活

動として実施。 

配布資料：空き家の話リーフレット・空き家管理サービスチラシ兼申込書 

③ 終活学習会＆相談会 

テーマ：遺言とエンディングノート ～「争族」や「空き家問題」を防ぐために ～ 

講師：司法書士の先生 

内容：遺言書・エンディングノートの作り方 

配布資料：レジュメ・参考資料 

 

【セミナー風景】 
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（参考）図５.空き家未然防止啓発のためのポスター 

 

 

 （参考）図６.不動産の相続登記を促すチラシ 
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３．評価と課題 

①空き家相談窓口の設置 

 空き家相談窓口については、空き家所有者へのＤＭ発送や市内全域各世帯へのチラシの全戸配

布等により少しずつではあるが認知度が高まりつつある。今後も継続的なＰＲ活動を実施し、各

事業者との連携を深めながら受入れ体制の充実に努めていきたい。 

（評価） 

 空き家所有者へのアンケート調査の結果等を踏まえ、空家等対策計画の「空家関連ビジネス

創出支援」の取組の一つとして、各事業者との連携協定を締結。協定内容およびサービスメ

ニューの決定まで協議を重ね、ワンストップの相談窓口を開設できたことは、空き家に関す

るあらゆる困りごとの相談ニーズに対応するための成果といえる。 

（課題） 

  さらなる利用申込みにつなげていくために、今後はサービスの見直しが必要になる。各事業

者との連携において定期的な協議を実施し、サービスがより充実したものになるよう検討し

ていく。 

 

②空き家管理サービスの見える化 

 「不用品片づけサービス」と「空き家見守りサポート」の見える化について、フリーペーパー

への広告掲載を行い、併せてチラシの作成を行った。それぞれのサービスをわかりやすく見える

化し、サービスをＰＲできるツールとなった。今後は利用者の増加につながるように継続的にＰ

Ｒに努めていく必要がある。また、コミュニティセンターでの説明会やイベント等を開催して、

両サービスをわかりやすく説明するなどＰＲの方法についても検討したい。 

（パンフレット及びチラシの配布効果） 

・空き家管理サービスに関する問合せ・・・74件 

※「不用品片づけサービス」と「空き家見守りサポート」のチラシについては H30.2月以降に 

広告掲載および市内全戸配布のため、効果は今後に期待される。 

（評価） 

市内全戸に空き家管理サービスの周知を行うことができた。今後も継続してＰＲ周知活動を

実施し、認知度をさらに高める必要がある。 

（課題） 

 「不用品片づけサービス」と「空き家見守りサポート」については遠方にお住まいの方のニ

ーズが多いと考えられるため、市外・県外に居住している空き家の所有者に対する周知をさ

らに行う必要がある。空き家管理サービスについて、相談があったが利用につながらなかっ

た案件を検証し、利用につながるサービスのＰＲ方法を検討実施していく必要がある。 

 

③空き家問題相談会開催 

1）9/30「もめない相続・不動産セミナー」 

参加：２２人 個別相談：５件（相続に関する相談：３件、個別住宅相談：２件） 

2）10/22「日の里地区不動産相談会」 

参加：６人 個別相談：５件（土地や建物に関する相談：４件、住み替えの相談：１件） 

3）12/10「赤間西地区不動産相談会」 

参加：１０人 個別相談：３件（相続不動産に関する相談：２件、土地建物の売却の相談：

１件） 

4）2/1「空き家・相続対策セミナー」 
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参加：２２人 個別相談：６件（空き家の管理全般に関する相談：４件 空き家の処分に関

する相談：２件） 

1）～4）共通 

 （評価） 

相談会やセミナーに参加された方は、現在空き家を所有しているわけではないが、空き家問

題に意識関心が高く、将来的に空き家になる可能性を含め、相続に関してもすでに何かしら

準備や検討をされている方が多かった。空き家管理サービスについてはこれまでどこに相談

してよいかわからなかったことを気軽に相談できるので今後利用したい、市が連携したサー

ビスなので安心できるとの反応があった。 

（課題） 

実際に空き家の問題が発生するのは、高齢でセミナー等にお越しいただけない方や、現時点 

で関心がない方の場合である。このような方にいかにして働きかけを行っていくか（コミュ 

ニティを巻き込む等が必要）が課題である。 

 

④空き家発生抑制のための啓発 

  市内１２地区コミュニティ運営協議会および介護施設職員等説明会における啓発活動につい

ては、元気なうちから空き家問題に向き合う意識醸成を図る必要性を伝えることができた。初

期の介護サービスを利用する人や介護施設入所者を対象とした空き家管理サービスの紹介や、

相続等のセミナーや相談会の実施も今後は検討したい。 

終活イベントへの出展については参加者も多く、空き家の適正管理について広く周知すること

ができたように思う。今後も出展を続けさらなる周知に努めたい。 

 

（H29年度 啓発活動実施内容） 

1）9月～10月 市内１２地区コミュニティ運営協議会説明 

 宗像市での空き家の実態や空き家管理サービスを開始したことを市民に広く周知し、空き家 

の適正管理の必要性や管理サービスの内容等の説明を実施。 

 （評価） 

サービスの開始について各コミュニティに理解いただいた。参加者よりお盆やお正月に地

元に帰省する方に向けて、サービスの開始をＰＲしてほしいとの意見あり 

→12/15にパンフレットおよびチラシの市内全戸配布を実施。 

    （課題） 

     空き家の状況については身近である各コミュニティが最新の情報をもっていることが多

い。今後は各コミュニティとの連携を深め、情報の精査および連携体制を整えていく必

要がある。 

 

2）9月～12月 終活セミナー出展(3回)（場所：葬儀社２回、ショッピングセンター１回 

参加者計：３００人、１回当たり平均：１００人） 

 宗像市での空き家の実態や空き家管理サービスを開始したことを市民に広く周知し、空き家

の適正管理の必要性や管理サービスの内容等の説明を実施。司法書士の先生による相続や空

き家問題のセミナーを開催。終活を考えている方に空き家を未然防止についても知っていた

だくための啓発活動。 

（評価） 

 イベントに参加者が多く、サービスの開始について広く市民の方に周知することができた。
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参加者からもこれまで相談窓口がなくどこに相談していいかわからなかったので安心でき

るという声もいただいた。 

（課題） 

 参加者に高齢者の方が多く、長時間の座学が難しい。短時間でいかにわかりやすく説明会や

啓発活動を実施していくかが今後の課題である。 

 

3）12/14「介護施設職員合同説明会」（場所：宗像市役所、参加５０人） 

 宗像市での空き家の実態や、空き家の適正管理の必要性、空き家管理サービスを開始したこ

とを介護施設職員の方へ説明。施設内へ空き家の未然防止のためのポスター掲示を依頼。相

続等のセミナーや相談会に親族等の参加を促し、空き家の未然防止への意識醸成を図った。 

（評価） 

サービスの開始や空き家問題について参加者に理解いただいた。施設に入っている方へサー

ビスを是非紹介していきたいとの反応あり。 

   （課題） 

    介護施設の利用者に広く周知していくためには、各施設において説明会を実施するなど、 

地道な活動の継続が必要になる。しかし、施設に入っている方はご高齢でご自分では空き 

家問題の解決が難しい方が多いため、親族の方への啓発をいかに行っていくかが課題であ 

る。 

    

４．今後の展開 

①空き家相談窓口の設置 

 窓口への相談内容やサービスへの問い合わせ内容について精査し、空き家の適正管理および利

活用につながるよりよいサービスの充実・提供のための改善点等を各事業者と情報共有する。 

サービスの検証や改善を定期的に行い、各事業者との連携を深めてサービスの向上に努めたい。 

 

②空き家関連サービスの見える化 

 「不用品片づけサービス」と「ふるさと見守りサポート」について、市内全域各世帯へのチラ

シの全戸配布を予定しており、さらに認知度が高まることを期待する。 

サービスの内容周知および利用促進については、空き家の問題を抱えている可能性が高い広告

等（シニアクラブの冊子や、葬儀社が作成しているフリーペーパー等）への掲載も検討したい。 

 

③空き家問題相談会開催 

 相談会やセミナーについては、今後も継続してコミュニティセンター等で長期的に実施してい

きたい。地区によっても空き家の数や特徴にもばらつきがあるため、地域の特性に応じた相談会

やセミナーを実施する必要がある。 

地道な活動ではあるが、長期的に継続して実施することが空き家を未然に防ぐ有効な啓発活動

であると考える。 

 

④空き家発生抑制のための啓発 

 空き家を取得した経緯については、相続による取得が全体の 52.3%を占めており、空き家の発

生時に相続登記の実施を促すことが適正管理につながると考える。今後は固定資産税の納税通知

送付の際に、相続登記を促す文言や空き家の相談窓口案内について封筒に表記し、空き家の未然

防止につなげていく。また、市民課窓口で死亡届を提出された方へ、相続登記を促すチラシの配
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布も引き続き実施する。 

 今年度実施した終活セミナーについては、来年度も継続して葬儀社等に働きかけを行い、空き

家の未然防止及び管理サービスの利用促進につなげたい。また介護施設等でのセミナーや相談会

の実施も検討する必要がある。 
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